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当面の取り組み
（2023年1月22日 中央委員会にて決定）

２０２３年春闘方針に基づき、当面次のように取り組みます。

１．当面の統一行動など

① ２月１日（水）～２月２８日（火）を「２３春闘要求討議促進月間」とし、職場から要

求づくりを進めます。統一要求提出日を３月１日（水）、回答指定日を３月８日（水）に

設定します。

② 統一行動日を次の通り設定します。単組内の取り組みだけでなく、地域や中央の行動へ

の参加にも取り組みます。

◆第１次 ３月１日（水）

金融労連統一要求日として、「金融労連統一要求書」を活用した要求提出ができるよう取

り組みます。要求提出時には、可能な限り経営者に要求趣旨説明を行い、「回答指定日」の

順守を求めます。また近隣の未加盟組合や地域の中小業者訪問などを計画します。

◆第２次 ３月８日（水）～９日（木）

集中回答日を３月８日に設定して回答引き出しに取り組み、回答延期などの不誠実な対

応については、翌９日の国民春闘共闘の山場の統一行動と結合して、決起集会などの開催

に取り組みます。

◆第３次 ４月１４日（金）（予定）

金融共闘などが提起する金融中央行動に取り組み、業界・経営者団体、金融庁・厚労

省など官庁との交渉を行います。各組合は中央行動成功のため、代表を送ります。翌日

には、地方組織代表者会議を開催し、組織の拡大強化を中心に春闘前進のための討論・

意思統一を図ります。

◆第４次 ５月１日（月）

第９４回メーデーに全国各地で積極的に参加します。
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２．組織・機関紙拡大運動、教育・宣伝活動

① 組織・機関紙拡大第２次運動月間 ３月１日（水）～５月３１日（水）

全労連の組織拡大運動と結合し、未組織・未加盟への宣伝・訪問活動などを各地域労連等

とも共同して継続的に取り組みます。また、未加盟組合との懇談会などを積極的によびかけ

開催します。パート・契約職員・管理職・関連会社の労働者など幅広い仲間の組織化を実現

するための労働組合規約の見直しを進めます。

② 金融労連リーフ集中配布期間 ３月１日（水）～４月１４日（金）

本部作成の金融労連リーフを近隣の地域金融機関の仲間を対象に、独自ビラなども工夫し

て宣伝行動に取り組みます。また、入行（庫・組）式などで、新入行・職員へ「全労連権利

手帳」とあわせて配布し、加入を働きかけます。

③ 機関紙コンクール ３月１日（水）～６月３０日（金）

各地方組織、単組・支部・分会は、機関紙発行のつど本部に２部郵送します。

３．「署名」などの取り組み

全労連・春闘共闘が提起する憲法・社会保障・労働法制など国民的諸課題に関する行動へ

の参加や、署名では組合員１人５筆を目標に取り組みます。

４．諸会議・集会の日程

① ２３春闘地方組織代表者会議

日時 ４月１５日（土） ９：００～１７：００

場所 東京都内またはオンライン

② 金融労連２０２３年全国学習交流集会、原水爆禁止２０２３年世界大会など、開催の

可否を含め詳細が決まり次第お知らせします。また、ズームによる講演会、女性や若者

など様々な階層の仲間が話し合える場の提供など、新しい取り組みを本部として検討し

ます。


